
１．硫⻩酸化物、窒素酸化物、ばいじんについて

施設の種類
硫⻩酸化物排出

量

排出ガス量（ｍ

３Ｎ／時）

硫⻩酸化物 窒素酸化物

ばいじん
総量規制地域外

総量規制地域内

の特定⼯場
総量規制地域外

ガス専焼ボイラー、ガスタービン、

ガス機関

１０ｍ３Ｎ／時

以上

４万以上
常時

２ヶ⽉に１回以

上

常時
２ヶ⽉に１回以

上

５年に１回以上
年２回以上※

１０ｍ３Ｎ／時

未満

４万以上
–

常時
２ヶ⽉に１回以

上

年２回以上※

ガス発⽣炉のうち燃料電池⽤改質器

１０ｍ３Ｎ／時

以上
– 常時

２ヶ⽉に１回以

上
５年に１回以上 ５年に１回以上

– – ５年に１回以上 ５年に１回以上

廃棄物焼却炉

焼却能⼒４ｔ／

時以上

１０ｍ３Ｎ／時

以上

４万以上
常時

２ヶ⽉に１回以

上

常時
２ヶ⽉に１回以

上

２ヶ⽉に１回以

上

年２回以上※

１０ｍ３Ｎ／時

未満

４万以上
–

常時
２ヶ⽉に１回以

上

年２回以上※

焼却能⼒４ｔ／

時未満

１０ｍ３Ｎ／時

以上

４万以上
常時

２ヶ⽉に１回以

上

常時
２ヶ⽉に１回以

上

年２回以上※
年２回以上※

１０ｍ３Ｎ／時

未満

４万以上
–

常時
２ヶ⽉に１回以

上

年２回以上※

上記以外の全ての施設

１０ｍ３Ｎ／時

以上

４万以上
常時

２ヶ⽉に１回以

上

常時
２ヶ⽉に１回以

上

２ヶ⽉に１回以

上

年２回以上※ 年２回以上※

１０ｍ３Ｎ／時

未満

４万以上
–

常時
２ヶ⽉に１回以

上

２ヶ⽉に１回以

上

年２回以上※ 年２回以上※

※排出ガス量が４万ｍ３Ｎ／時未満であって、継続して休⽌する期間が６⽉以上の施設のばい煙の測定頻度年１回以上

総量規制地域内の

特定⼯場

４万未満

４万未満

１０ｍ３Ｎ／時

未満

４万未満

４万未満

４万未満

４万未満

４万未満

４万未満


